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山梨県立まきば公園管理運営業務の内容及び基準 

 

 山梨県立まきば公園（以下「公園」という。）の指定管理者の募集に係る管

理運営業の内容と基準は次のとおりとする。 

 

１．管理運営体制の確保 

（１）公園の管理運営業務を適切に実施するため、業務全体を総合的に総括し、

調整する総責任者（管理事務所長）を１名定めること。 

（２）２の（１）から（１０）の業務区分ごとに責任者を定めること。 

（３）（１）の総括責任者及び（２）の業務区分毎の責任者の氏名を山梨県（以

下「県」という。）に報告するものとする。変更した場合も同様とする。 

（４）２及び３に揚げる各業務について、その内容に応じ、必要な知識、技能

及び経験を有する者を設置すること。  

（５）職員の育成及び運営に必要な研修をマニュアル化し、実施すること。 

 

２．運営業務 

（１）動物の飼養管理に関する業務 

   めん羊、ポニー等の使用管理業務は、以下の表に示すとおり。 

   なお、施設利用者及び家畜に対する衛生管理については、別添「山梨県

立まきば公園」衛生管理マニュアルに基づいて実施するものとする。 

項目 めん羊 ヤギ ポニー 

飼料の給与 １日１回 １日１回 １日２回 

飼槽、水槽の清掃 随時 

厩舎の除糞、敷料補充 １日１回 

放牧及び監視 原則として開園期間は毎日 

削蹄 １年に２回 

駆虫 随時 

繁殖管理・血統登録 

毛刈り、断尾、去勢 

随時 随時 － 

 

（２）牧草の栽培に関する業務 

 ①牧草の追播種は年２回以上行うこと 

  ②肥料の散布は年２回行うこと。 

  ③不良植物の除去は随時行うこと。 
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  ④牧草地の不要な石の除去は随時行うこと。 

  ⑤牧草地面の不陸修正（凸凹の修復）は随時行うこと。 

（３）畜産に関するイベント、講習会、展示会等の企画及び実施業務 

  ①畜産に関するイベント等を企画し、実施すること。 

  ②イベント開催時には、利用者の安全に十分配慮して実施するとともに、

詳細についてマニュアルを作成すること。 

（４）畜産に関する資料の収集・展示に関する業務 

  ①資料の収集、分類、整理 

  ②展示の企画立案 

（５）公園の利用促進に関する業務 

  ①県又は県内市町村、他団体との共同イベント等の企画及び実施について

は積極的に取り組むこと。 

②県又は県内市町村、他団体等が開催するイベント等へ支援協力すること。 

  ③学校行事（教育過程における総合的な学習、遠足等）における利用の促

進に積極的に取り組むこと。 

④県内の他の公園施設や県有施設等との連携を図り、各施設及び県内市町

村等を介するポスターの掲示、パンフレット・チラシ等の配布等を行い、

相互の利用促進を図ること。 

（６）園内案内、利用案内、接遇業務 

  ①公園が公の施設であることを認識し、常に利用者本位の観点から案内業

務にあたること。 

②接客対応、電話対応、団体対応（一般、視察、学校行事等）及び苦情対

応等にあたること。 

③公園に関する要望及び苦情に対しては誠意をもって対応するとともに、

速やかに内容を県へ報告すること。 

（７）緊急・救急対応に関する業務 

  ①事故を未然に防ぐための施設の日常点検方法等を定めた「安全管理マニ

ュアルを策定し、適切に運用すること。 

②災害その他の事故等が発生した場合を想定した「事故対応マニュアル」

を策定し訓練等を実施するなどして、非常時の対応について十分な対策

を講じること。 

③急病人や災害その他の事故等によりけが人が発生した場合は、救護及び

関係部への速やかな通報、事故報告を行うこと。 

④災害その他の事故等に迅速に対応できるよう簡易な薬品、資材等を常備

すること。 

⑤国民保護法及び山梨県国民保護計画に基づき、武力攻撃事態等及び緊急
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対処事態の際には、利用者の安全確保、その他国民の保護のために必要

な措置を講ずること。 

⑥自動体外式除細動器（ＡＥＤ）については、職員等関係者の講習会の受

講や日の点検等により、非常時に使用できるよう備えること。管理の詳

細については、別添「自動体外式除細動器（AED）の管理仕様書」に基

づくこと。 

（８）地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等との連絡調整業務 

  ①地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等と協調を図り、利用促進

活動に努めること。 

  ②地元自治体、各種団体、地域住民、公共機関等からの依頼等には誠意を

もって対応すること。 

③近隣地域への対応にあたっては、地域社会の一員であることを認識し、

誠意を持って対応するとともに、地域振興に資する活動等についても積

極的に取り組むこと。 

（９）各施設、ゲートの開錠及び施錠の管理業務 

  ①開錠及び施錠は確実に行うこと、特に施錠については複数回確認するこ

と。 

  ②鍵の保管は厳重に行うこと。 

（１０）園内における秩序及び安全の確保 

  ①指定管理者は、利用者が山梨県立まきば公園設置及び管理条例（平成６

年山梨県条例第２号）第１１条に基づく行為の許可を受けないで、物品

の販売、募金、業としての写真等の撮影あるいは集会、展示会等の催し

を行った場合、又は秩序を乱したり、施設等を損傷するおそれがあると

きは、当該利用者の利用を停止するものとします。 

②消防法令の規定により、防火管理者の配置及び所定の手続き等を行うも

のとします。 

③めん羊・ヤギ・ポニーを飼養していることから、来園者に対する安全管

理を図るため、動物愛護法令の規定により、常勤の職員からまきば公園

専属の動物取扱責任者を選任し、所定の手続き等を行ない、適切な衛生

管理対策、人への危害防止に努めるものとします。 

（１１）暴力団の排除措置 

    施設の管理運営から暴力団等を排除するため、次の措置を行うこと。 

    ①契約を行おうとする相手方が暴力団関係者であるか否か疑わしいときに

は、誓約書及び役員名簿を徴し、施設所管課を通じて警察に照会するこ

と。 

    ②警察からの情報提供で契約の相手方が暴力団関係者であることが判明し
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た場合に、契約解除等が行えるよう契約条項の見直しを行うこと。 

 

３．一般業務 

（１）施設の維持保全業務 

  業務の対象は、建物、構築物、電気設備、給水設備、機械設備、備品等と

する。電気設備、浄化槽、給水施設、消防用設備及び機械設備については、

専門的な知識、技能、資格を有する者があたるものとし、国土交通大臣官房

長官官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」（財団法人建築保全センタ

ー発行）を基本として実施すること。 

  業務実施に当たっては、公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう以下

のとおり行なうこと。 

①施設管理について、年間及び指定期間中の長期的な管理計画を作成し、

計画に沿った施設管理マニュアルを作成すること。 

②全ての施設の点検業務は、開園期間中は原則として毎日実施し、閉園期

間中は１回以上実施するものとする。点検結果は点検表に記載するもの

とする。 

③異常を発見したときは、速やかに使用停止あるいは応急措置等を行い、

県に報告し必要な指示を受けるものとする。 

  ④次に揚げる建築物について、建築基準法第１２条の規定に基づき、損傷、

腐食その他の状況を点検すること。 

      点検方法については、別冊「建築物点検マニュアル（山梨県）」に基づ

き、施設及び設備について、建築基準法の点検、他法令の点検、長寿命

化点検及び日常点検を実施し、損傷、腐蝕その他の劣化状況を点検する

こと。 

点検結果については、「建築物点検票」により別途指定する期日まで

に県へ報告すること。ただし、施設及び設備の損傷等、劣化が著しく至

急対応が必要な場合は、速やかに報告すること。 

      ア）対象施設 

    畜産資料展示施設棟 

   イ）点検時期 

    建築基準法第１２条第２項による建築物の点検業務は、３１年度及び

３４年度に実施するものとする（前回点検日から３年以内ごとに点検

を行う。）。 

（２）警備に関する業務 

  ①開園時間内においては、利用者が安全・快適に公園を利用できるよう園

内巡回を常に行い、不審者・不審車両の進入防止、放置物の除去等避難
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導線の常時確保、不審物の発見・処置等を行うこと。 

②屋外においては、野生動物、野犬等の対策に努めること。 

  ③異常の発生に際しては速やかに対応できるようにすること。なお、まき

ばの館が閉園時間の警備は、機械警備によるものとする。 

④警備業務従事者は、警備業法上の適格者であること。 

  ⑤駐車場の混雑時は、適宜交通整理員等を配置し、混雑の緩和と安全確保

に努めること。また、公園周辺の交通状況についての地元警察署からの

依頼等については積極的に協力すること。 

（３）迷子並びに拾得物及び遺失物の対応に関する業務 

   迷子の捜索・保護及び必要に応じて放送を行うとともに、拾得物の保管

及び遺失物の捜索を行うこと。状況に応じて警察等の協力を要請する等、

適切な対応に努めること。 

（４）園内清掃業務 

  公園利用者が快適に施設を利用できるよう、また建築物等の性能や機能の

維持ができるよう、適切に日常清掃、定期清掃を行うこと。清掃にあたって

は、利用者の支障とならないように十分配慮すること。 

  ①環境整備 

    （ア）除草作業 

     ４月から１１月の間、１カ月に１回以上、敷地内全般の除草作業を

行なうこと    

  （イ）花壇の手入れ 

     花の植栽は、年２回以上行い、潅水、除草及び消毒殺虫などの管理

は随時行うこと。  

②清掃業務 

    （ア）畜産資料展示室 

     １日３回以上実施すること。 

  （イ）ふれあい広場内及び大駐車場トイレ 

     １日３回以上実施するものとし、便器、洗面台及び灰皿等の洗浄、

汚物類の収集と処理、床面掃き拭き、壁面及び鏡の雑巾がけ、トイレ

ットペーパー及び液体洗剤等の補充などを行うこと。 

    （ウ）駐車場周辺 

     開園前と閉園後各１回行うこと。 

  （エ）公園内道路、遊歩道、側溝、各広場、東屋等 

     １日１回行うこと。 

（５）公園の情報提供、広報宣伝に関する業務 

  ①ＰＲ用ポスター・チラシ等を作成・配布すること。 
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  ②各種メディアを利用した広告を企画、制作し、広報宣伝を実施すること。 

  ③旅行代理店等への誘客活動をすること。 

  ④公園を紹介するホームページを計画的に更新し、利用者に向けて最新情

報の提供に努めるとともに、行事予定についての打合せ等の連携を図り、

地元と一体になった集客向上に努めること。 

⑤地元観光協会等と、行事予定についての打合せ等の連携を図り、地元と

一体となった集客に努めること。 

 

４．再委託 

（１）運営業務の再委託禁止 

   指定管理者は、２の（１）から（１０）までの業務は原則として直営で

実施するものとする。 

   ただし、２の（１）動物の管理に関する業務については、閉園期間中に

限り、適切な動物管理が可能であると県が認める者に再委託することがで

きるものとする。 

（２）一般業務の一部再委託 

   指定管理者は、３の（１）から（５）までの業務については、必要に応

じて部分的に第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

（３）再委託に当たっての手続き 

   指定管理者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとす

る場合はあらかじめ県の承諾を得なければならない。 

 

５．経理 

（１）適正な経理執行 

  指定管理者は、会計基準に則り、適正な経理を行わなければならない。 

（２）経理規定 

  指定管理者は、経理規定を策定し、経理事務を行うこと。 

（３）立入検査 

  県は必要に応じて、施設、物品各所帳簿等の立入検査を行うことができる。 

 

６．事業計画書及び事業報告書の提出 

（１）指定管理者は、毎年度２月末日までに、次に揚げる事項を記載した次年

度の管理運営に関する詳細な業務計画書を作成し、県に提出すること。  

①次年度の運営目標 

  ②実施事業（自主事業含む）の概要及び実施時期 

  ③管理業務に係る体制 
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  ④管理業務および自主事業に係る収支予算 

  ⑤その他必要な事項 

（２）定期報告書 

  指定管理者は、管理業務の実施状況、利用者数等について、月毎にまとめ

て翌日１０日までに報告すること。 

なお、管理運営にあたっては、１日の業務内容（点検、修繕、清掃、その

他維持管理業務、窓口運営業務等）や県民対応などの特記事項を記した日報

等を作成し、適切な業務、事業管理を行うこと。 

（３）事業報告書 

  指定管理者は、毎年度終了後２カ月以内に、次に揚げる事項を記載した事

業報告書を作成し提出すること。また、年度の途中において指定管理者の指

定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から２カ月以内に当

該年度の当該日までの事業報告書を提出すること。 

①管理業務の実施状況 

②利用状況 

  ③管理業務に係る収支決算 

  ④その他必要な事項 

（４）その他随時報告等 

  指定管理者は、県から管理業務及び経理の状況等について提出を求められ

た場合、報告書を作成して指定期日までに提出すること。 

 

７．事業の評価 

（１）利用者の満足度調査の実施 

   指定管理者は、利用者等を対象に年２回以上アンケート調査を行い、意

見や要望、満足度について把握し、業務改善等管理運営に反映させること。 

アンケートの内容については、県と協議を行うこと。また、利用者等の

アンケート結果及び業務改善の状況について、調査実施の翌月末までに県

に報告すること。 

（２）モニタリングの実施 

   指定管理者は、「指定管理者施設のモニタリングに関するガイドライン」

及び別途定める「県立まきば公園の管理運営状況に関するモニタリング実

施要領」に基づき、県が実施するモニタリングに協力すること。 

なお、モニタリングの結果、指定管理者の業務内容に改善が必要と認めら

れる場合は、県は立ち入り調査等を行い、協議の結果、指定管理者に対して

是正勧告等を行なう。是正勧告を行い改善が見られない場合は、指定を取り

消すことがある。 
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８．備品 

（１）県備品（以下「備品」という。）の貸与 

   県は指定管理者に、現在公園に配備してある備品を貸与する。 

（２）備品の管理 

      備品については、山梨県財務規則に基づき管理を行い、廃棄などの異動

については、県と協議して行うこと。 

（３）備品の管理 

   備品については、県が定める物品品目別一覧表を備えて管理すること。 

（４）備品の修繕、更新及び新規購入並びに施設の修繕に要する責任分担 

   募集要項第３の３のとおりとする。 

（５）指定期間終了時の備品の取り扱い 

   別途協定で定める。 

 

９．指定期間の前に行う業務 

（１）協定項目について県との協議 

（２）配置する職員等の確保、職員研修 

（３）業務等に関する各種規定の作成、協議 

（４）現行の管理団体からの業務引継ぎ 

 

１０．保険への加入 

  指定管理者は、利用者等の事故に対応するための賠償責任保険等に加入す

ること。 

 

１１．留意事項 

（１）公平な運営 

   公の施設であることを念頭に置いた公平な運営を行うこととし、特定の

団体等に有利不利になるよう運営はこれを慎むこと。また、知的障害等の

社会的弱者や高齢者が利用しやすい施設となるよう配慮すること。  

（２）県との連携 

  ①記録等の作成及び保存 

  （ア）管理運営並びに経理状況に関する帳簿類は常に整理しておくこと。 

  （イ）運営業務、一般業務の業務状況の記録、各種マニュアル、点検結果

記録及び作業記録写真等について県から請求のあった際は、速やかに

提示、提出できるようにすること（指定期間終了時には県へ引き継ぐ

こと。） 
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②県からの要請への協力 

  （ア）公園の管理運営並びに公園の現状等に関する調査及び資料作成等の

作業の指示があった場合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこ

と。 

（イ）県が実施又は要請する業務（例：緊急安全点検、防災訓練、監査・

検査等）に対し、積極的かつ主体的に実施すること。 

  ③各種規定の作成 

    指定管理者が公園の管理運営を行う上で各種規定、要項、マニュアル

等を作成する場合は、内容について県と協議を行うこと。 

 

１２．その他 

（１）事業の継続が困難となった場合の取り扱い 

  ①指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    県は、指定管理者が公園の管理運営をこのまま継続できないと判断し

た場合はその指定を取り消すことができるものとする。この場合、県に

生じた損害は指定管理者が県に賠償するものとする。 

  ②不可抗力による場合 

    事業の実施について県と指定管理者の間で協議を行い、その結果事業

の継続が困難だと判断した場合は、その指定を取り消すことができるも

のとする。この場合、次期指定管理者への円滑な引継ぎに協力するもの

とする。 

（２）協定書に定めない事項及び疑義が生じた場合の取り扱い 

   県及び指定管理者双方が誠意をもって協議するものとする。 

（３）業務の引継ぎについて 

   指定期間の終了もしくは指定取り消しにより次期指定管理者に業務を引

き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を提供

するものとする。 

（４）情報の取り扱い等について 

  ①指定管理者が作成し、又は取得した文書（まきば公園の管理業務に係る

ものに限る。以下「管理文書」という。）は、山梨県情報公開条例（平

成１１年山梨県条例第５４号）に規定する行政文書に準ずるものとして

適正に管理を行うものとする。なお、指定管理者は、管理文書の分類、

保存及び廃棄に関する基準その他管理文書の管理に関し、必要な事項を

年度毎に定め、県に報告し了承を得るものとする。 

（管理開始年度の基準等については、指定管理者になる団体が管理開始

日の７日前までに県に報告し了承を得るものとする。） 
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  ②指定管理者が保有する管理文書について、知事に対し山梨県個人情報保

護条例（平成１７年山梨県条例第１５号）に基づく個人情報の開示の請

求又は山梨県情報公開条例に基づく行政文書の開示の請求があった場

合、知事から管理文書の提出を求められたときは、これに応じるものと

する。 

  ③指定管理者が行う「まきば公園」の利用者に対する各種の指導について

は、山梨県行政手続条例第４章の規定（行政指導）の適用はないが、指

定管理者はこれらの指導に当たっては県の機関に準ずるものとして、同

章の趣旨に則り適切に行うものとする。 

（５）環境への配慮について 

   指定管理者は、施設の維持管理・運営にあたっては、県の環境管理シス

テムに準じて省エネルギーの推進及び温室効果ガスの排出抑制に努める

とともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進等の環境保全について

も十分配慮すること。 

  （主な取り組み） 

  ①県の環境管理システムで定める共通実施計画の取組みについて、可能な

限り実施すること。 

  ②エネルギー使用量の把握及び使用状況の分析を行ない、必要な場合は改

善策等を講じること。 

③環境に配慮した製品の購入に努め、廃棄の際は資源の有効活用や適正処

理を図ること。 

④①の実施状況及び②の使用状況等については、半年ごとに県に報告する

こと（注：別添様式により報告）。 
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資料１ 

山梨県立まきば公園衛生管理マニュアル 

 

１ 来園者に対する衛生管理 

（１）衛生管理の基本事項 

  ①来園者に対し、安全性を確保するため、手洗い励行等の情報を提示する。 

    看板、柵等の設置 

  ②毎朝、開演前に畜舎・牧柵等施設の点検を実施し、保守管理を徹底する。 

    異常の有無を記録 

 

２ 家畜の衛生管理 

  常に家畜の衛生状態を確認し疾病発生の予防に努めるとともに、個体毎に

家畜の衛生管理簿を作成し、異常の有無及び治療歴等を記入し、当該家畜が

死亡してから３年間保管する。 

（１）来園者立入禁止の徹底 

   畜舎内には、一般来園者は立入禁止とし、獣医師等の立入に際しては、

外来者用の長靴、帽子、手袋等を着用する。 

（２）畜舎及びパドック等の消毒の徹底 

   めん羊舎とポニー舎については、週に１回（休園日）、来園者の触れる柵

及び畜舎を消毒する。消毒実施日、薬剤の種類、使用濃度、使用量等を記

録し５年間保存する。 

（３）衛生害虫の駆除 

   定期的（月１～２回）に畜舎等の衛生害虫の駆除を実施し、発生が多い

場合は随時駆除を実施するとともに、駆除の実施日、薬剤の種類、使用濃

度、使用量等を記録し５年間保存する。 

（４）ふん尿処理に関する事項 

   ふん尿は、たい肥化処理することとし、畜舎からの運搬に際しては、シ

ート等をかけて飛散防止を図る。 
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資料２ 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の管理仕様書 

１ 型式（製造メーカー） 

  ＡＥＤ－２１００（日本光電工業株式会社製） 

  キャリングバッグ付 

 

２ 製造番号 ７４０８２ 

 

３ 設置日 

  平成２４年９月２０日 

 

４ 設置場所 

  まきばの館畜産資料展示室入口（収納ボックス内） 

 

５ 保守点検 

  指定管理者は、目視によりＡＥＤの日常点検を行なうものとし、機器の異

常を発見した場合は、早急に対応すること。 

 

６ 消耗品等の交換等 

  指定管理者は、定期的にＡＥＤの部品等（本体バッテリー・電極パッド・

収納ボックスの乾電池）の交換・補充を行なうこと。 

 

項 目 交換・補充等の時期 

バッテリー交換 

（NKPB-28271） 

待機寿命約４年 

使用頻度に応じて交換 

電極パッド交換 

（P-530） 

２年半ごとに交換 

使用の都度交換 

乾電池交換 必要の都度 

 

７ 使用報告書 

  指定管理者は、ＡＥＤを用いて救命活動が行なわれた場合には、その都度、

知事に報告すること（様式自由）。 
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資料３ 

○指定管理施設エネルギー使用状況等報告書（平成　　年度実績）

電気（昼間） 電気（夜間） 電気（昼間） 電気（夜間） 電気（昼間） 電気（夜間） 合計 A3 A4 B4 B5

敷地内
使用量（㍑）

敷地外
使用量（㍑）

敷地内
使用量（㍑）

敷地外
使用量（㍑）

使用量（㍑） 使用量（㍑） 使用量(m3) 使用量(m3) 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量(m3) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 発生量(kg) 発生量(kg) 発生量(kg)

4月 0 0 0

5月 0 0 0

6月 0 0 0

7月 0 0 0

8月 0 0 0

9月 0 0 0

10月 0 0 0

11月 0 0 0

12月 0 0 0

1月 0 0 0

2月 0 0 0

3月 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

７月 ８月 ９月 １２月 １月 ２月 ３月

※注１　ガソリン・軽油については、 敷地内のみを走行する移動体（例えば構内専用フォークリフト等）や発電機など施設内で使用した量と外回りなどで敷地外を走る自動車等に使用した量を分けて記載してください。

※注２　電気使用量には、太陽光発電による発電量は含めないでください。　

「昼間と夜間の電気使用量の分けについて」

　業務用で多い「高圧電力」や「季時別」という契約種別では、検針票や請求書などに「力率測定用有効電力量」という欄があります。（略して「力測用有効」などと記載されている場合もあります。）これが省エネ法での昼間電力量にあたります。

夜間電力量は、全使用量から力率測定用有効電力量を引いて算出してください。

①昼間電力量＝力率測定用有効電力量、　②夜間電力量＝全使用電力量－力率測定用有効電力量　　　　　　→　分けられない場合は、全使用量昼間の電力量としてください。

※注３　温室効果ガス排出量の計算が、電力会社によって異なるため、複数の電力会社と契約している場合、電力会社ごとに分けて記載してください。

※注４　処分業者との契約内容の都合で発生量が計量されない場合(他施設・部署のゴミとまとめて精算など)、概算の数値を入力し、備考欄にその考え方を入力してください。(例：1袋○kgと計算)
※注５　省エネ法の改正により、夏期（７～９月）と冬期（１２～４月）の省エネと節電の取組が更に重要となりました。その際、エネルギー使用量の算定に、検針日を用いる場合がありますので、必ず記載してください。

水道

※注５

※注２

電気（電力会社２）

※注３

コピー用紙
資源ゴミ不燃ゴミ可燃ゴミ

その他
（　　　　　）

主な用途

電気（合計）
エネルギー種類 ガソリン 軽油　 灯油 A重油 都市ガス LPガス

電気（電力会社２）

備考
増の場合
　・その理由
　・改善策

を記載してくださ
い。

電気検針日

延べ床面積（㎡）

基準年度比

使
　
用
　
量

所管課名

担当者職・氏名

指定管理者名

記入者職・氏名

電話番号

※注４※注１　

基準年度使用量

単　位

指定管理施設名

電力会社名２電力会社名1
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資料３ 

○指定管理施設エネルギー使用状況等報告書（平成　　年度実績）

電気（昼間） 電気（夜間） 電気（昼間） 電気（夜間） 電気（昼間） 電気（夜間） 合計 A3 A4 B4 B5

敷地内
使用量（㍑）

敷地外
使用量（㍑）

敷地内
使用量（㍑）

敷地外
使用量（㍑）

使用量（㍑） 使用量（㍑） 使用量(m3) 使用量(m3) 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量（kWh） 使用量(m3) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 購入量(枚) 発生量(kg) 発生量(kg) 発生量(kg)

4月 0 0 0

5月 0 0 0

6月 0 0 0

7月 0 0 0

8月 0 0 0

9月 0 0 0

10月 0 0 0

11月 0 0 0

12月 0 0 0

1月 0 0 0

2月 0 0 0

3月 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

７月 ８月 ９月 １２月 １月 ２月 ３月

※注１　ガソリン・軽油については、 敷地内のみを走行する移動体（例えば構内専用フォークリフト等）や発電機など施設内で使用した量と外回りなどで敷地外を走る自動車等に使用した量を分けて記載してください。

※注２　電気使用量には、太陽光発電による発電量は含めないでください。　

「昼間と夜間の電気使用量の分けについて」

　業務用で多い「高圧電力」や「季時別」という契約種別では、検針票や請求書などに「力率測定用有効電力量」という欄があります。（略して「力測用有効」などと記載されている場合もあります。）これが省エネ法での昼間電力量にあたります。

夜間電力量は、全使用量から力率測定用有効電力量を引いて算出してください。

①昼間電力量＝力率測定用有効電力量、　②夜間電力量＝全使用電力量－力率測定用有効電力量　　　　　　→　分けられない場合は、全使用量昼間の電力量としてください。

※注３　温室効果ガス排出量の計算が、電力会社によって異なるため、複数の電力会社と契約している場合、電力会社ごとに分けて記載してください。

※注４　処分業者との契約内容の都合で発生量が計量されない場合(他施設・部署のゴミとまとめて精算など)、概算の数値を入力し、備考欄にその考え方を入力してください。(例：1袋○kgと計算)
※注５　省エネ法の改正により、夏期（７～９月）と冬期（１２～４月）の省エネと節電の取組が更に重要となりました。その際、エネルギー使用量の算定に、検針日を用いる場合がありますので、必ず記載してください。

水道

※注５

※注２

電気（電力会社２）

※注３

コピー用紙
資源ゴミ不燃ゴミ可燃ゴミ

その他
（　　　　　）

主な用途

電気（合計）
エネルギー種類 ガソリン 軽油　 灯油 A重油 都市ガス LPガス

電気（電力会社２）

備考
増の場合
　・その理由
　・改善策

を記載してくださ
い。

電気検針日

延べ床面積（㎡）

基準年度比

使
　
用
　
量

所管課名

担当者職・氏名

指定管理者名

記入者職・氏名

電話番号

※注４※注１　

基準年度使用量

単　位

指定管理施設名

電力会社名２電力会社名1

 


